
（公印省略） 
 

障 福 第２００５号 

令和８年 ２月１７日 

各法人代表者 殿 

大分県福祉保健部障害福祉課長     

 

令和７年度障害者総合支援法及び児童福祉法に係る事業者説明会の開催について（通知） 

 

 平素から、本県の障がい福祉行政の推進に格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業及び児童福祉法に基づく障害児

支援事業についての説明会を下記のとおり開催します。 

 

記 

１．開催日時 

 ■障がい者サービス 

１グループ：令和８年３月２４日（火）  ９：３０～１２：００ 

対象：中部圏域（大分市除く）・南部圏域・豊肥圏域に存する法人 

２グループ：令和８年３月２４日（火） １３：３０～１６：００ 

対象：西部圏域・北部圏域・他県に存する法人 

３グループ：令和８年３月２５日（水） １３：３０～１６：００ 

対象：東部圏域に存する法人 

■障がい児サービス 

令和８年３月２５日（水） ９：３０～１２：００ 

対象：全圏域（大分市除く）に存する法人または他県に存する法人 

 

２．場所   大分県庁舎 本館２階 正庁ホール（大分市大手町３丁目１番１号） 

 

３．申込   下記の URL もしくは２次元コードから電子申請で申込みください。 

  https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/surveys/3128678431898617692 

 

４．その他 
（１）県内（大分市除く）に事業所が存する法人が対象です。 
（２）席に限りがありますので、出席は１名／法人でお願いします。 
（３）感染症の拡大防止の観点から、マスクの着用をお願いします。 
（４）駐車場は用意していませんので、公共交通機関または有料駐車場をご利用ください。 
（５）説明会資料は申込の際に記入頂いたメールアドレスに送付致します。当日は印刷し、

持参ください。 

担当：施設支援班 

※申込〆切：３月１３日（金）まで 


